
認定特定非営利活動法人　市民福祉団体全国協議会　御中

ＮＰＯ法人市民協への寄付金は、申告により所得税、法人税、相続税、一部の自治体の住民税について
税制上の優遇措置を受けることができます。

個人によるご寄付
・ 従来の「所得控除」のほかに「税額控除」が加わり、有利な方法を選択できます。

所得控除＝寄付金額－2,000円（所得金額の40%相当額が上限）
税額控除＝（寄付金額－2,000円）ｘ40％（所得税額の25%相当額が限度）

詳しくは税務署にお尋ねください。
・ 住民税控除

自治体により異なります。各自治体または税務署にお問い合わせください。
法人によるご寄付

国税庁ホームページ　　http://www.nta.go.jp/

お支払い方法
※いずれかに〇をご記入

ください

〒

（　　　）現金

（　　　）銀行振込　　銀行名：三井住友銀行　浜松町支店　普通　7005189
　　　　　　　　　　　　　　　　　口座名義：福祉口ＮＰＯ法人　市民福祉団体全国協議会　理事　高畑敬一

　寄付金申込書　

申込年月日

フリガナ

お名前
※「個人」の場合は氏名
または「団体」の場合は、

法人名

TEL　

寄付金額

寄付金使途

FAX

1.市民協政策機能強化　　2.震災復興支援　　3その他（　　　　　　　　　　　　）

法人による寄付金は一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内が損
金に算入できます。詳しくは税務署にお問い合わせください。

上記の必要事項をご記入いただき、事務局にご連絡くださいますようお願い申し上げます。

年　　　　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　　　日

ご 住  所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円（1口3,000円から）

<寄付金控除について>

【事務局】 

認定特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会 

〒105－0011 

 東京都港区芝公園2-6-8日本女子会館4Ｆ 
電話：03-6809-1091／FAX：03-6809-1093 
メール：info@seniornet.ne.jp 

ご寄附いただきました後、事務局よ

り「寄付受領書」をお送りします。確

定申告で寄付金控除を受けるには

この証明書が必要です。 


